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平成３０年度人吉市健全化判断比率及び資金不足比率の審査 

意見について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により、平成３０年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査

を行ったので、その結果について次のとおり意見を提出する。 
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健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見 
 

 

第１ 審査の対象 

１ 平成３０年度健全化判断比率 

 （１）実質赤字比率 

（２）連結実質赤字比率 

（３）実質公債費比率 

 （４）将来負担比率 

 

２ 平成３０年度資金不足比率 

 

３ １及び２の算定の基礎となる事項を記載した書類  

 

 

第２ 審査の期間 

  令和元年８月１３日から同年８月２３日まで 

 

 

第３ 審査の方法 

   審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、その他関係法令等

に基づき算定され、適正に作成されているかを主眼として、関係書類等を

照合審査するとともに必要に応じて関係職員の説明を聴取するなど、一般

に公正妥当と認められる審査手続きにより実施した。 

 

 

第４ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びに算定の基礎とな 

る事項を記載した書類は、いずれも関係法令等に基づき算定され、適正に 

作成されているものと認めた。 

 なお、審査の概要並びにそれに対する意見は、次のとおりである。  
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１ 算定対象会計 

 健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。 

実質赤字 連結実質 実質公債費 資金不足

比　　　率 赤字比率 比　　　　率 比　　　率

　国民健康保険事業特別会計

公営企業に係る特別会計
　介護保険特別会計

以外の特別会計 　介護サービス事業特別会計

　後期高齢者医療特別会計

　水道事業特別会計

　公共下水道事業特別会計

法非適用公営企業会計 　工業用地造成事業特別会計

　人吉球磨広域行政組合

　人吉下球磨消防組合

　熊本県後期高齢者医療広域連合

　くま川鉄道株式会社

　くま川下り株式会社

　球磨焼酎リサイクリーン株式会社

将来負担比率

普
通
会
計

一　　般　　会　　計

一般会計等に属する特別会計 　人吉球磨地域交通体系整備特別会計

公
営
事
業
会
計

法適用公営企業会計

一部事務組合・広域連合

地方公社・第三セクター等

区　　　分

 

（注）１  「法適用」とは、地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業、「法非適用」とは「法適

用」以外の公営企業である。  

   ２  資金不足比率は公営企業ごとに算定されるものである。  

 

２ 健全化判断比率 

 健全化判断比率の状況は、次のとおりである。 

 

平成３０年度 早期健全化基準 財政再生基準

－ 13.55% 20.0%

－ 18.55% 30.0%

5.7% 25.0% 35.0%

46.6% 350.0%

水道事業 － 20.0%

公共下水道事業 － 20.0%

工業用地造成事業 － 20.0%

実質公債費比率

将来負担比率

資
金
不

足

比
率

比率名

実質赤字比率

連結実質赤字比率

 

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果が赤字ではないため「－」で表示し

た。参考欄の数値は計算結果に基づく数値を表示した。  
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（単位:千円・%）

平成３０年度 平成２９年度 増減

443,664 306,641 137,023

250,972 340,193 △ 89,221

314,795 209,699 105,096

3,498 2,085 1,413

11,506 11,103 403

770,839 721,170 49,669

193,154 179,840 13,314

　工業用地造成事業特別会計 0 0 0

1,988,428 1,770,731 217,697

8,827,225 9,009,682 △ 182,457

ー ー

参考 22.52 19.65

合　　　計　Ａ

標準財政規模　Ｂ

連結実質赤字比率　Ａ／Ｂ×１００

　国民健康保険事業特別会計

　介護保険特別会計

　介護サービス事業特別会計

　後期高齢者医療特別会計

　水道事業特別会計

　公共下水道事業特別会計

各会計等の実質収支又は資金剰余（不足）等の状況

会計名

　一般会計等

（１）実質赤字比率 

  一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式

による。 

（単位:千円・%）

平成３０年度 平成２９年度 増減

443,664 306,641 137,023

443,664 306,641 137,023

8,827,225 9,009,682 △ 182,457

ー ー

参考 5.02 3.40

　一　　般　　会　　計

会計名

一般会計等の実質収支等の状況

0 0 0　人吉球磨地域交通体系整備特別会計

実質赤字比率　Ａ／Ｂ×１００

標準財政規模　Ｂ

合　　　計　Ａ

 

平成３０年度の一般会計等の実質収支額の合計額は 443,664 千円の黒字であるため、実

質赤字比率は算定されず、表示は「－」となる。 

 

 

（２）連結実質赤字比率 

  すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、

財政運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度の全会計等の実質収支額及び資金剰余（不足）額の合計額は 1,988,428 千

円の黒字であるため、連結実質赤字比率は算定されず、表示は「－」となる。 
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（単位:千円）

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

　地方債元利償還額 Ａ 1,445,683 1,476,457 1,496,332

　準元利償還額 Ｂ 320,240 546,385 722,764

　特定財源 Ｃ 234,093 247,347 268,146

　基準財政需要額算入額 Ｄ 1,195,687 1,337,038 1,400,989

　（Ａ + Ｂ）-（Ｃ + Ｄ） Ｅ 336,143 438,457 549,961

　標準財政規模 Ｆ 8,827,225 9,009,682 9,056,381

　（Ｆ - Ｄ） Ｇ 7,631,538 7,672,644 7,655,392

　実質公債費比率（単年度）Ｅ／Ｇ×100 4.40466% 5.71455% 7.18397%

　実質公債費比率（３か年平均） 5.7% 6.5% 6.8%

区　　分

公債費等の状況

（３）実質公債費比率 

  一般会計等が負担する借入金（市債）の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、

資金繰りの危険度を示したもので、比率は次の算式による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度の実質公債費比率は 5.7%で、前年度（6.5%）に比べ 0.8 ポイント改善して

おり、引き続き、早期健全化基準の 25%を下回っている。 

 

 

 

 【参考】過去１０年間の推移 
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（４）将来負担比率 

  地方公共団体の一般会計等の借入金（市債）や将来支払っていく可能性のある負担等の

現時点での残高の程度を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性が高いかを示すもので、

比率は次の算式による。 

（単位:千円・%）

平成３０年度 平成２９年度 平成２８年度

　地方債の現在高 14,469,650 14,052,770 13,996,670

　債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0

　公営企業債等繰入見込額 1,259,132 1,338,888 1,560,980

　組合負担等見込額 955,906 1,030,309 1,377,409

　退職手当負担見込額 2,510,634 2,557,490 2,521,263

　設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0

　連結実質赤字額 0 0 0

　組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0

　将来負担額 Ａ 19,195,322 18,979,457 19,456,322

　充当可能基金額 1,985,946 2,249,932 2,318,574

　充当可能特定歳入 1,872,762 1,981,590 2,154,986

　基準財政需要額算入見込額 11,773,453 11,707,955 12,103,905

　充当可能財源等 Ｂ 15,632,161 15,939,477 16,577,465

　（Ａ - Ｂ） Ｃ 3,563,161 3,039,980 2,878,857

　標準財政規模 Ｄ 8,827,225 9,009,682 9,056,381

　基準財政需要額算入額 Ｅ 1,195,687 1,337,038 1,400,989

　（Ｄ - Ｅ） Ｆ 7,631,538 7,672,644 7,655,392

46.6 39.6 37.6

将来負担比率の状況

区　　分

　将来負担比率　C／Ｆ×100
 

 

平成３０年度の将来負担比率は、46.6%で、前年度に引き続き早期健全化基準の 350%を

下回っている。 
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（単位：千円）

会計年度 負債額（Ａ）

建設改良費等以外の

経費の財源に充てる

ために起こした

地方債の現在高

（Ｂ）

資産等（Ｃ）
解消可能

資金不足額
（Ｄ）

資金剰余額 事業規模（Ｅ）

平成３０年度 1,608,821 0 4,912,154 0 3,303,333 490,530
平成２９年度 1,620,331 0 4,819,177 0 3,198,846 462,267

増減額 △ 11,510 0 92,977 0 104,487 28,263
平成３０年度 10,055,700 0 13,371,336 0 3,315,636 615,672
平成２９年度 10,266,998 0 13,511,884 0 3,244,886 621,976

増減額 △ 211,298 0 △ 140,548 0 70,750 △ 6,304

※事業規模欄には、水道事業や公共下水道事業の場合、利用者からいただいた利用料金（水道料、下水道使用料）を計上している。

区　　分

水道事業特別会計

公共下水道事業特別会計

３ 資金不足比率 

  公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度

を示すものである。 

  資金不足比率の状況は次のとおりである。 

（単位：%）

平成３０年度 平成２９年度 増減 経営健全化基準

― ― ―

参考 △ 6.73 △ 6.92 0.19

― ― ―

参考 △ 5.39 △ 5.22 △ 0.17

― ― ―

20.0

水道事業特別会計

区　　分

公共下水道事業特別会計

工業用地造成事業特別会計  

（注）資金不足比率については、算定した結果が赤字ではないため「－」で表示した。参考欄の数値は計

算結果に基づく数値を表示した。  

  

いずれの会計も資金不足を生じていないため、該当の数値はない。なお、参考として、

法適用の水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計については、比率を求めた。 

 

 

（１）法適用企業 

  法適用企業の資金剰余額の状況は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

比率は次の算式による 

 

   

 

 

 

公営企業における法適用企業の資金剰余額は、水道事業特別会計で 33 億 333 万円、前年

度に比べ１億 448 万円増加、公共下水道事業特別会計で 33 億 1,563 万円、前年度に比べ

7,075 万円増加となっている。 

資金不足額｛（負債額Ａ+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために

起こした地方債の現在高Ｂ ー 資産等Ｃ）－ 解消可能資金不足額Ｄ｝

事業規模Ｅ

資金不足比率
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（単位：千円）

会計年度 繰上充用額（Ａ）
支払繰延額・

事業繰越額

（Ｂ）

建設改良費等以外の

経費の財源に充てる

ために起こした

地方債の現在高

（Ｃ）

解消可能

資金不足額
（Ｄ）

資金剰余額 事業規模（Ｅ）

平成３０年度 0 0 0 0 0 41,272
平成２９年度 0 0 0 0 0 1,752

増減額 0 0 0 0 0 39,520

※事業規模欄には、財産運用収入及び財産売払収入を計上している。

工業用地造成事業特別会計

区分

資金不足額｛（繰上充用額Ａ+支払繰延額・事業繰越額Ｂ+建設改良費等

以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高Ｃ）

－ 解消可能資金不足額Ｄ｝資金不足比率

事業規模Ｅ

（２）法非適用企業 

  法非適用企業の資金剰余額の状況は、次表のとおりである。 

 

  

 

 

 

 

比率は次の算式による 

 

 

 

 

 

工業用地造成事業特別会計については、資金不足額を生じていない。これは、一般会計

からの繰入金により収支均衡を図っているためである。ただし、平成３０年度については、

造成地の売却に伴い、一般会計からの繰入はなかった。 

 

 

４ むすび 

健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも財政の健全段階範囲で推移している。 

実質公債費比率については、３か年の平均値では 5.7%となり、前年度と比較して 0.8

ポイント改善している。改善した主な要因は、元利償還金・準元利償還金に係る基準

財政需要額算入額が減少したことなどがあげられる。  

将来負担比率については、46.6%となり前年度に比べ 7 ポイント悪化している。悪化

した主な要因は、分子となる将来の負担額のうち、地方債現在高の増、一方分母となる

充当可能額のうち、充当可能基金額が減少したことがあげられる。  

生産年齢人口の減少、社会保障関連経費の増嵩、公共施設の老朽化に伴う更新費用

の増加、そして、本市最大のプロジェクト『新市庁舎建設事業』を控え、今後事業費の

財源となる市債発行の増加が予想されること、併せて、充当可能基金のうち主力となる

財政調整基金の減少を考慮するならば、本市の財政運営は決して楽観視できない状況に

あることは言うまでもない。 

本市の健全化判断比率等は、いずれも適正範囲にはあるが、従来に増して、事業の

選択と集中を旨とし、健全な財政運営に努められたい。 

   

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


